
宮城県登米郡
と め ぐ ん

迫 町
はさまちょう

・同郡登米町
と よ ま ま ち

・同郡東和町
とうわちょう

・同郡中田町
なかだちょう

・同郡豊里町
とよさとちょう

・ 

同郡米山町
よねやまちょう

・同郡石越町
いしこしまち

・同郡南方町
みなみかたまち

・本吉郡
もとよしぐん

津山町
つやまちょう

の合併 

 

 

【新市の概要】 

 

１ 新市名 

   登米市
と め し

 

 

２ 合併の方式 

   迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町を廃し、その

区域をもって新しい自治体を設置する新設合併（対等合併）とする。 
 

３ 廃置分合予定 

   平成１７年４月１日 

 

４ 新市の人口、面積 

市町村名 
住基人口（人） 

（H16.3.31） 

国調人口（人） 

（H12） 

面 積（k ㎡） 

（H14 国土地理院） 

人口密度 

（人/k ㎡） 

迫 町 ２２，５３１ ２３，０４０ ７０．２７ ３２７．９

登米町 ５，９５８ ６，０２４ ４５．６７ １３１．９

東和町 ８，４７４ ８，７１８ １４０．９０ ６１．９

中田町 １６，９９８ １７，０３５ ６２．２３ ２７３．７

豊里町 ７，３９７ ７，４８０ ３２．８５ ２２７．７

米山町 １１，１３９ １１，１７０ ５１．１９ ２１８．２

石越町 ６，１３０ ６，４３８ ２４．８７ ２５８．９

南方町 ９，４４７ ９，４８４ ４０．２６ ２３５．６

津山町 ４，２４３ ４，３８０ ６８．１４ ６４．３

登米市 ９２，３１７ ９３，７６９ ５３６．３８ １７４・８

 

５ 合併の特徴 

（１）事務所の位置 

新市の事務所の位置は、当分の間、現在の迫町役場の位置（登米郡迫町佐沼字中江２丁目

６番地の１）とする。 

（２）議会議員の取り扱い 

議会議員の定数は、市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第６条第

１項の規定（定数特例）を適用し、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会

の議員の任期に相当する期間に限り、４８人とする。 



（３）農業委員会の取り扱い 

９町の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第３４条第

１項の規定を適用し、平成１７年７月１９日まで新市の農業委員会として存続する。その後、

１つに統合し、選挙区を設けることとするが、選挙区の設定及び選挙による委員の定数につ

いては、新市において調整する。 

（４）地方税の取り扱い 

地方税について、９町に相違がないものは、現行のとおりとする。９町で相違のあるもの

については、次のとおりとする。 

  ① 入湯税については、迫町の例による。 

② 鉱産税については、合併時に統一する。 

  ③ 水利地益税については、現行のまま（津山町のみ課税）新市に引き継ぐ。 

  ④ 納期については、 

   ・ 個人市民税の普通徴収の納期は、下記のとおりとする。 

第１期 ６月１７日から ６月３０日まで（迫町の例） 

第２期 ８月 １日から ８月３１日まで（迫町、中田町、米山町、南方町、津山町の例） 

第３期１０月 １日から１０月３１日まで（迫町、中田町、米山町、南方町、津山町の例） 

第４期１２月 １日から１２月２８日まで 

   ・ 固定資産税の納期は、下記のとおりとする。 

       第１期 ５月１７日から ５月３１日まで（迫町の例） 

       第２期 ７月 １日から ７月３１日まで（迫町、中田町、米山町、石越町、南方町、津山町の例） 

       第３期 ９月 １日から ９月３０日まで（迫町、米山町、石越町の例） 

       第４期１１月 １日から１１月３０日まで（米山町、石越町の例） 

（５） 地域審議会 

市町村の合併の特例に関する法律第５条の４第１項の規定に基づく地域審議会を、新市

において設置する。 

 

６ 合併の経緯 

H14. 6.10 「登米地域合併研究会」設置 

H14. 9.17 合併重点支援地域に指定 

H14.12. 6 
「登米地域合併研究会」解散 

「登米地域合併推進協議会（任意協議会）」設置 

H15. 3. 3 登米郡８町の合併協議に津山町が参加表明 

H15. 3.24 
９町議会において登米地域合併協議会設置議案を可決 

宮城県合併重点支援地域に津山町が追加指定 

H15. 3.31 「登米地域合併推進協議会」解散 

H15. 4. 1 「登米地域合併協議会（法定協議会）」設置 

H15.12.11 第 12 回協議会において、新市の名称が「登米市」に決定 

H16. 1～H16. 2 登米地域９町で住民説明会を開催 

H16. 4. 9 
第 18 回協議会において、「合併の期日」を平成１７年４月１日とす

ることを承認 



H16. 6. 7 
第 21 回協議会において、「登米市建設計画」を承認 

合併協定項目を承認 

H16. 6.19 合併協定調印式 

H16. 6.24 

９町の各議会で廃置分合申請議案及び議会の議員の定数を定める議

案を可決 

※ 登米町議会で財産処分に関する議案を否決 

※ 米山町議会で議会の議員の定数の経過措置及び地域審議会の設

置に関する議案を否決 

※ 南方町議会で議会の議員の定数の経過措置に関する議案を否決 

H16. 7. 5 南方町の議会で議会の議員の定数の経過措置に関する議案を可決 

H16. 7. 8 登米町の議会で財産処分に関する議案を可決 

H16. 7. 9 
米山町の議会で議会の議員の定数の経過措置及び地域審議会の設置

に関する議案を可決 

H16. 7.16 宮城県知事へ廃置分合申請書を提出 

H16.10.13 廃置分合に係る宮城県議会の議決 

H16.10.13 宮城県知事による廃置分合の決定 

H16.11.10 官報告示 

 

７ 議員の定数について 

議   員   定   数 定 数 特 例 

迫 町 ２２人 

登米町 １６人 

東和町 １６人 

中田町 ２０人 

豊里町 １６人 

米山町 １８人 

石越町 １６人 

南方町 １６人 

現在の各町の定数 

津山町 １４人 

１５４人 

迫 町  ９人 

登米町  ４人 

東和町  ５人 

中田町  ８人 

豊里町  ４人 

米山町  ６人 

石越町  ４人 

南方町  ５人 

特例中の定数 

（新市の設置後最初に行なわれる選挙に

つき、公職選挙法第１５条第６項及び公

職選挙法施行令第９条の規定を適用し、

９つの区域に選挙区を設ける） 

津山町  ３人 

４８人 

 

特例期間後の条例定数 ３０人 

 


